
国民健康保険（退職者医療も含みます）の保険証の更新を下記の日程表のとおり行います。

保険証は、国保の資格を証明するものでお医者さんにかかるとき必要となるものです。

必ず期日までに更新の手続きをして下さい。（７５歳以上の方は対象となりません）

なお、特別な理由もなく保険税を納めない人には、有効期限の短い保険証が交付されるこ

とになります。また、納期限から1年を過ぎても滞納を続けていると、保険証を返却願い

「被保険者資格証明書」が交付され、病院にかかるときはいったん１０割の医療費を支払

うことになります。未納がある方は、役場健康医療グループまたは税務収納グループにご

相談下さい。

保険証更新日程表（土・日・祝日は除きます）

年金ミニ知識
問い合わせ　役場住民生活グループ

† ７６－２１５１

大学や各種学校の学生も２０歳を迎

えると、国民年金に加入しなければ

なりません。しかし、収入のない学

生は、保険料を支払うのも大変。そ

こでよく利用されるのが、学生納付

特例制度です。

この制度は、学生についてはその

期間の保険料納付を、猶予する制度

です。収入のない学生期間は保険料

の納付を先延ばしして、就職してか

ら改めて納めてもらうものです。

しかしこの制度、落とし穴もある

ので知っておいてください。納付特

例はあくまで納付猶予で、免除とは

違います。このため納付特例を受け

てから１０年以内に保険料を納めなけ

れば、特例期間は未納期間になり、

将来の年金（基礎年金、障害年金な

ど）になんら反映しません。

学生納付特例を利用した人は、後

日必ず保険料を納めることを忘れな

いでください。

学生納付特例の落とし穴

更新手続きの方法

【必要なもの】保険証、印鑑

学生の方は在学証明書が必要にな

りますので必ずご持参ください。

問い合わせ先　

役場 健康医療グループ

†７６－２１５１

北海道では、平成20年12月14

日に、プルサーマル計画に関する

有識者検討会議から、北海道電力

（株）泊発電所のプルサーマル計

画について「安全性が確保される」

との提言を受け、その検討結果を、

より多くの道民の方に知っていた

だくため、検討結果の「概要版パ

ンフレット」や「プルサーマルQ&A」を作成しています。

詳しくは、北海道のホームページ

（http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gat/p_top.htm）をご覧

いただき、プルサーマル計画の安全性に関する検討結果についてご

理解を深めていただければと思います。

問い合わせ先 北海道総務部危機対策局原子力安全対策課

† 011－204－5012（ダイヤルイン）

問い合わせ先 役場水道施設管理グループ†76－2151（内線253）

みなさんに水道水を安全に飲んでいただくため、水道法に基

づく水質検査を毎月行っていますが、その検査項目や検査頻度

を記載した「水質検査計画」の閲覧を下記により行っています。

閲覧はいつでもできますのでご覧ください。

水質検査計画の公表について 平
成
21
年
度
か
ら
労
働
保
険
の

年
度
更
新
時
期
が
、
社
会
保
険
の

算
定
基
礎
届
の
提
出
期
間
と
統
一

さ
れ
、
従
来
の
４
月
１
日
か
ら
５

月
20
日
ま
で
か
ら
、
６
月
１
日
か

ら
７
月
10
日
ま
で
に
変
わ
り
ま
す
。

な
お
、
労
働
保
険
料
の
算
定
対

象
期
間
は
、
従
来
ど
お
り
４
月
１

日
か
ら
３
月
31
日
で
変
更
は
あ
り

ま
せ
ん
。

年
度
更
新
申
告
書
は
、
６
月
初

旬
に
郵
送
さ
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

北
見
労
働
基
準
監
督
署

†
０
１
５
７
｜
23
｜
７
４
０
６

献
血
を
し
て
い
た
だ
い
た
方
に

は
、
か
ね
て
か
ら
血
液
検
査
を
実

施
し
て
い
ま
す
が
、
今
回
か
ら
A

S
T
（
G
O
T
）
に
換
わ
り
「
糖
尿
病

関
連
検
査
（
グ
ル
コ
ア
ル
プ
ミ
ン
検

査
）」を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

現
在
、
増
加
し
て
い
る
糖
尿
病

は
初
期
段
階
で
は
自
覚
症
状
が
な

い
た
め
気
づ
か
ず
放
置
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

ぜ
ひ
こ
の
機
会
を
ご
自
身
の
健
康

管
理
に
お
役
立
て
く
だ
さ
り
、「
献

血
」に
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

q
日
に
ち

４
月
７
日
（
火
）

w
場
所
・
時
間

・
津
別
町
議
事
堂
前
　

９
時
30
分
〜
11
時
50
分

13
時
00
分
〜
14
時
20
分

・
丸
玉
産
業
前
　

14
時
40
分
〜
15
時
30
分

・
い
し
ば
し
呉
服
店
前

15
時
50
分
〜
16
時
30
分

※
一
部
献
血
時
間
が
変
更
に
な

っ
て
い
ま
す
。

☆
当
日
献
血
に
ご
協
力
い
た
だ
い

た
皆
様
に
は
、
津
別
ラ
イ
オ
ン

ズ
ク
ラ
ブ
よ
り
プ
レ
ゼ
ン
ト
を

用
意
し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

役
場
健
康
推
進
担
当

†
76
｜
２
１
５
１

内
線
２
３
２

入
院
医
療
費
を
助
成
、
た
だ
し

初
診
時
一
部
負
担
金
を
除
き
ま
す
。

通
院
費
は
該
当
に
な
り
ま
せ
ん
。

○
助
成
の
対
象
と
な
る
場
合
は
、
忘

れ
ず
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

・

入
院
費
の
領
収
書
（
平
成
20
年

10
月
診
療
分
か
ら
）
と
印
鑑
・

健
康
保
険
証
を
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。

・

助
成
金
の
振
込
先
の
口
座
番
号

を
指
定
し
て
く
だ
さ
い
。

※

所
得
制
限
を
超
え
る
方
は
助
成

の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。
詳
し

く
は
、
左
記
担
当
に
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

○
18
歳
以
上
で
助
成
対
象
と
な
る
場

合
は
、
忘
れ
ず
に
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

・

在
学
証
明
書
と
印
鑑
・
健
康
保

険
証
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※

課
税
世
帯
は
助
成
の
対
象
と
な

り
ま
せ
ん
。
詳
し
く
は
担
当
ま

で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
各
種
医
療
費
の
助
成
は
、
受
診

月
か
ら
２
年
以
内
で
す
。
早
め

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

役
場
保
健
福
祉
課

医
療
助
成
担
当
†
76
｜
２
１
５
１
　

内
線
２
２
９
（
窓
口
６
番
）

交
通
災
害
共
済
の
会
員
募
集
は

行
い
ま
せ
ん
が
、
平
成
20
年
度
に

会
員
に
な
ら
れ
た
方
は
、
共
済
期

間
中
の
交
通
事
故
に
つ
い
て
見
舞

金
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。事

故
に
あ
わ
れ
た
方
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
共
済
期
間

平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら

平
成
21
年
３
月
31
日
ま
で

◎
見
舞
金
請
求
の
条
件

交
通
事
故
の
日
か
ら
１
年
以
内

◎
請
求
及
び
問
い
合
わ
せ
先

役
場
　
住
民
活
動
担
当
　

†
76
｜

２
１
５
１

内
線
２
１
７

み
ん
な
で
交
通
安
全
推
進
大
会
に

参
加
し
ま
し
ょ
う
。

悲
惨
な
交
通
事
故
を
な
く
し
、
明

る
く
住
み
よ
い
町
に
し
ま
し
ょ
う
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

役
場
　
住
民
活
動
担
当

†
76
｜

２
１
５
１
内
線
２
１
６

労
働
保
険
の
年
度
更
新
時
期

が
変
わ
り
ま
す

献
血
に
糖
尿
病
検
査
が
加
わ
り

ま
し
た
。
ご
協
力
下
さ
い
！

平成21年度の道立心

身障害者総合相談所によ

る巡回相談が下記のとお

り開催されます。

日　時　６月９日、６月10日

場　所　北見市保健センター

相談内容

q 身体障害者及び知的障害の方々への

医学的、心理学的及び職能的判定等

w 補装具の処方及び適合判定など

e その他、身体障害者及び知的障害者

の方々の専門的相談など

申込方法

巡回相談は予約制です。希望される方

は４月24日までに役場介護福祉グループ

福祉担当† 76－2151へご連絡ください。

医
療
費
助
成
制
度
を
ご
存

知
で
す
か

交
通
事
故
か
ら
１
年
間
は

「
請
求
」
が
で
き
ま
す

交
通
安
全
推
進
町
民
大
会

を
開
催
し
ま
す

◎日 時 ４月８日（水）19時00分

◎場 所 町民会館講堂

◎その他 交通安全標語の表彰式

閲覧場所　役場 建設課（２階２番窓口）

平
成
20
年
10
月
１
日
か
ら
、
乳

幼
児
等
医
療
費
の
助
成
対
象
が

小
学
生
（
６
年
生
修
了
時
ま
で
）

の
入
院
ま
で
拡
大
さ
れ
て
い
ま
す
。

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
の

助
成
は
、
20
歳
未
満
の
児
童

（
学
生
等
で
扶
養
し
て
い
る
場

合
）
も
対
象
と
な
り
ま
す
。


